
 

 

 

 

令和２年８月５日 

 

吸収分割株式会社の事前開示事項 

 

 

      

札幌市中央区南二条西二十丁目２９１番地  

株式会社リビングプラットフォーム 

代表取締役 金子 洋文 

 

 

株式会社リビングプラットフォーム（以下、｢当社｣又は「吸収分割株式会社」とい

います。）は、令和２年７月２２日に、札幌市中央区南二条西二十丁目２９１番地所

在の株式会社チャレンジプラットフォーム（以下、「吸収分割承継株式会社」といい

ます。）との間で吸収分割契約書（以下、「本会社分割契約」といいます。）を締結し、

令和２年１０月１日を効力発生日として、本会社分割契約に基づき吸収分割（以下、

「本会社分割」といいます。）を行うこととしました。 

 本会社分割に関する会社法第７８２条第１項及び会社法施行規則第１８３条に定

める事前開示事項は、次のとおりであります。 
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事前開示事項一覧 

 

１．吸収分割契約書（会社法第７８２条第１項第２号） 

 

 別紙１をご参照下さい。 

 

２．会社法第７５８条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会

社法第７８２条第１項、会社法施行規則第１８３条第１号イ） 

 

吸収分割承継株式会社は当社の１００％子会社であるため、本会社分割に際して、

吸収分割承継株式会社は当社に対して、株式、金銭その他の財産の交付をいたし

ません。 

   

３．会社法第７５８条第８号に掲げる事項（会社法第７８２条第１項、会社法施行規

則第１８３条２号） 

 

 該当事項はございません。 

 

４．会社法第７５８条第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法第７８２条第１項、会社法施行規則第１８３条第３号） 

 

 該当事項はございません。 

 

５．吸収分割承継株式会社についての事項 

 

(1) 吸収分割承継株式会社の成立の日における貸借対照表の内容（会社法第７８２条

第１項、会社法施行規則第１８３条第４号イ） 

 

 別紙２をご参照下さい。 

 

(2) 吸収分割承継株式会社の成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等が

あるときは、当該臨時計算書類等の内容（会社法第７８２条第１項、会社法施行

規則第１８３条第４号ロ） 

 

 該当事項はございません。 

 

(3) 吸収分割承継株式会社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法第７８２条

第１項、会社法施行規則第１８３条第４号ハ） 

 

 該当事項はございません。 

 

６．吸収分割株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法第７

８２条第１項、会社法施行規則第１８３条第５号イ） 
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 該当事項はございません。 

 

７．本会社分割の効力発生日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継

株式会社に本会社分割により承継させる債務の履行の見込みに関する事項（会社

法第７８２条第１項、会社法施行規則第１８３条第６号） 

 

(1) 吸収分割株式会社 

 

  ①当社の令和２年３月３１日現在の貸借対照表における資産の部の合計金額及

び負債の部の合計金額はそれぞれ４，７４５百万円及び２，８２５百万円であ

り、資産の額が負債の額を上回っております。 

  ②本会社分割により当社が吸収分割承継会社に対して承継させる資産及び負債

の状況、令和２年３月３１日から現在に至るまでの当社の資産及び負債の状況

並びに本会社分割の効力発生日までのそれらの変動を併せ考慮しても、本会社

分割の効力発生日における当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが

見込まれます。 

  ③その他、当社の本会社分割後の事業活動において予想される当社の資産及び負

債の額並びに収益状況について検討いたしましたが、当社の負担する債務の履

行に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識されておりません。 

  ④以上から、当社は、本会社分割の効力発生日以後の当社の債務につき履行の見

込みがあるものと判断しております。 

  

 

(2) 吸収分割承継株式会社 

 

  ①吸収分割承継株式会社の令和２年７月２０日現在の貸借対照表における資産

の部の合計金額及び負債の部の合計金額はそれぞれ１０百万円及び０円です。 

  ②当社から吸収分割承継株式会社への債務の承継については、重畳的債務引受け

の方法によるものといたします。 

  ③本会社分割により吸収分割承継株式会社が当社から承継する資産及び負債の

状況、令和２年７月２０日から現在に至るまでの吸収分割承継株式会社の資産

及び負債の状況並びに本会社分割の効力発生日までのそれらの変動を併せ考

慮しても、本会社分割の効力発生日における吸収分割承継株式会社の資産の額

は負債の額を上回ることが見込まれます。 

  ④その他、吸収分割承継株式会社の本会社分割後の事業活動において予想される

吸収分割承継株式会社の資産及び負債の額並びに収益状況について検討いた

しましたが、本会社分割により吸収分割承継株式会社に承継させる債務の履行

に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識されておりません。 

  ⑤以上から、当社は、本会社分割の効力発生日以後において、本会社分割により

吸収分割承継株式会社に承継させる債務につき履行の見込みがあるものと判

断しております。 

 

８．吸収合併契約等備置開始日（会社法第７８２条第２項に規定する吸収合併契約等

備置開始日をいう。）の後、本会社分割の効力発生日までの間に、前各号に掲げ
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る事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項（会社法第７８２条第１項、会

社法施行規則第１８３条第７号） 

 

 該当事項はございません。 

 



 

 

別紙１ 吸収分割契約書（会社法第７８２条第１項第２号） 

 

（次頁以降に添付） 















 

 

別紙２ 吸収分割承継株式会社の成立の日における貸借対照表（会社法第７８２条第

１項、会社法施行規則第１８３条第４号イ） 

（単位：円）   

資産の部 負債・純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

未収金 10,000,000 資本金 10,000,000 

資産合計 10,000,000 負債・純資産合計 10,000,000 

 


